
三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会 設置要綱 

 

平成 29 年 2 月 3 日制定 
 

（設 置） 

第１条  三島駅南口周辺の開発にあたり、事業計画および地下水保全対策等に

ついて総合的に検討し、三島市長（以下「市長」という。）に対し助言・提

言等を行うことにより、三島市の宝である湧水・地下水の保全に配慮した円

滑な事業推進に資するため、「三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会」

（以下、「委員会」という。）を設置する。 

 

（組 織） 

第２条  委員会は次に掲げる者により組織する。 

⑴ 専門知識を有する学識経験者 

⑵ 地域の事情に精通した者 

２ 委員は、市長が依頼する。 

 

（任 期） 

第３条  委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

 

（委員長） 

第４条  委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員のうちから市長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

 

（特別委員） 

第５条  委員会に、特別の事項を検討させる必要があるときは、特別委員を置

くことができる。 

２ 特別委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が指名する。 

３ 特別委員は、当該事項の検討が終了した時は解任されたものとする。 

 

（会 議） 

第６条  委員会は委員長が招集する。 

２ 委員会は委員及び検討事項に関係のある特別委員の半数以上が出席しな

ければ開催できない。 

 

 



（業 務） 

第７条  委員会が対象とする事業は次のとおりとする。 

⑴ 三島駅南口広域観光交流拠点整備事業 

⑵ 三島駅南口東街区再開発事業 

２ 本委員会は、科学的調査結果及び自らの知見に基づき、次の事項について、

助言・提言等を行うものとする。 

⑴ 事業計画に関する事項 

⑵ 地下水保全対策に関する事項 

⑶ 前各号に掲げる事項のほか、三島市長から助言等を求められた事項 
 

（事務局） 

第８条  委員会の事務を遂行するため、三島駅周辺整備担当課に事務局を置く。 
 

（雑 則） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、制定の日から施行する。 

  



 

○三島市審議会等の会議の公開に関する要綱 

平成17年8月30日 

制定 

(趣旨) 

第1条 市民による市政の監視及び市政への参加の充実に資するため、審議会等の会議を公開

するものとし、その公開に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、この要綱の定め

るところによる。 

(定義) 

第2条 この要綱において、「審議会等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(部会その他の

当該附属機関の下部組織を含む。) 

(2) 法律又は条例の規定に基づかず、広く市民、学識経験者等の意見を聴くために設置さ

れた懇話会、研究会その他の機関(部会その他の当該機関の下部組織を含む。) 

(会議の公開) 

第3条 審議会等の会議は、公開することを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該会議を非公開とすることができる。 

(1) 当該会議の内容に、三島市情報公開条例(平成9年三島市条例第19号)第8条各号のいず

れかに該当する情報を含むとき。 

(2) 当該会議が、不服申立て、苦情、あっせん又は調停に係るものであるとき。 

(会議開催の周知) 

第4条 市の執行機関は、審議会等の会議の開催に関して、あらかじめ公表するものとする。

ただし、緊急その他特別の事情がある場合は、この限りでない。 

(会議資料の提供) 

第5条 審議会等は、会議を傍聴する者に対して、当該会議の資料(不開示情報(三島市情報公

開条例(平成9年三島市条例第19号)第8条に規定する不開示情報をいう。以下同じ。)を除く。)

を提供するよう努めるものとする。 

(会議録の作成等) 

第6条 審議会等は、その会議について会議録を作成するものとする。 

2 市の執行機関は、公開された審議会等の会議に係る会議録の写しを一般の閲覧に供するも

のとする。 

(運用状況の公表) 

第7条 市長は、審議会等の会議の公開の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。 

(補則) 

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 

 


